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第２次大分市自転車活用推進計画第２次大分市自転車活用推進計画
概要版

第２次大分市自転車活用推進計画第２次大分市自転車活用推進計画

本市では、平成 18 年３月の「大分市自転車利用基本計画」を策定以降、自転車ルール・マナーの啓発や

自転車通行空間の整備、放置自転車対策のほか「OITA サイクルフェス」等のイベント開催など、総合的に

自転車に関する施策に取り組んできました。

本計画は、高齢化の進展や新型コロナウイルス感染症の拡大による自転車利用ニーズの高まりなど、社会

情勢の変化や国・県の自転車活用推進計画の改定などを踏まえ、市民一人ひとりにとって自転車が魅力的な

交通手段となるよう、「だれもが安全・快適に自転車を利用できるまちの実現」を目的に、関係者と連携して

効果的に取組を推進するために定めるものです。

令和７年３月令和７年３月

都市環境

観光

健康

思いやり＜安全・安心＞

【国の方向性】

・ 自転車利用のニーズが高まる中、 さらなる利用

促進を図る

・ 公共交通機関との連携の強化が重要

【国の方向性】

・ 自転車は適正な運動強度を維持しやすく、 生活

習慣病の予防等が期待できる

・ 自転車競技や日常利用により、 心身の健全な

発達や、 豊かな生活の実現、 健康寿命の延伸等

を目指す
【本市の課題】

・ 自転車通行空間の整備を進め、 安全で快適な

利用環境の整備が必要

・ 通行空間の整備は、 鉄道駅や学校等、 自転車

利用の多い地域を重点的に進めることが必要

・ 施設の善良な管理に努め、 公共交通と自転車

の連携を促すことで、 交通渋滞の緩和や移動

の利便性向上が必要

【本市の課題】

・ 日常利用を促進し、 利用者の増加を目指すこと

が必要

・ 自転車を利用した健康づくりや効果等の情報

発信が必要

・ イベント等を通じて、 乗るきっかけを増やす

ことが必要

【国の方向性】

・ 自転車に乗ることそのものを楽しむことや、

地域を巡る体験型 ・ 交流型旅行の促進等を

通じて地域の活性化を図る

【国の方向性】

・ 歩行者、 自転車、 自動車が互いの特性や交通

ルールを理解し、 尊重しあう安全で安心な交通

環境を創出する

・ 自転車ヘルメットの着用など、 交通安全教育の

推進や、 災害時の自転車の活用により、 地域の

安全 ・ 安心を向上する

【本市の課題】

・ 自転車通行空間の整備やシェアサイクルの

充実など、 利用環境を整えることが必要

・ 他自治体等と連携しながら、 広域的なサイク

リングルートの情報発信等、 自転車で観光

しやすい環境づくりが必要

【本市の課題】

・ 世代に応じた安全教育や街頭指導など、 様々な

機会を通じた自転車ルール ・ マナーの啓発が

必要

・ 災害時に備えた自転車を活かした取組が必要
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大分県立病院南大分公民館

大分刑務所

大分南体育館

アサヒ温泉あけのアクロスタウン

アクロス入口バス停（下り）アクロス入口バス停（上り）

アクロス前
バス停（上り）

アクロス前
バス停（下り）

明野中央病院

野中公園

天然塚公園

セブンイレブン
大分臼杵線 太一商店 乙津店

ドクターアイズ
大分乙津店

乙津橋

イオン高城店
〒870-0154　大分市高城西町28-1
TEL／097-554-0200
営業時間／9:00～23:00

駐輪場設置場所
イオン光吉店

〒870-1132　大分市大字光吉825-1
TEL／097-568-5588
営業時間／8:00～24:00

大分市役所 都市計画部 都市交通対策課　〒870-8504 大分市荷揚町2番31号
TEL. 097-537-5690　FAX. 097-536-7719　Mail. tosikotu@city.oita.oita.jp

コープ南大分
〒870-0852 大分市田中町3丁目12番5号

TEL／097-543-6232　営業時間／9:30～21:00

ホームワイドプラス賀来店
〒870-0849 大分市賀来南3丁目2番48号
TEL／097-586-5771　営業時間／7:00～22:00

ホームワイド戸次店
〒879-7761 大分市大字中戸次字長新地4772-1 
TEL／097-597-5438　営業時間／9:00～20:00

ホームワイド大在店
〒870-0252 大分市大在浜1-13 
TEL／097-524-2181　営業時間／9:00～20:00 

ホームワイドプロ高城店
〒870-0919 大分市新栄町271-1 
TEL／097-551-8751
営業時間／6:30～19:00／日曜日9:00～18:00

あけのアクロスタウン
〒870-0161 大分市明野東1丁目1番1号 

TEL／097-553-1111　営業時間／9:30～20:00 

ファミリーマート 大分乙津港町店
〒870-0146 大分市乙津港町2丁目5-38 
TEL／097-503-6006　営業時間／24時間 

ホームワイド宮崎店
〒870-1133 大分市大字宮崎字シテノ下925 
TEL／097-568-7435
営業時間／9:00～20:00

事業の問い合わせ先

自転車とバスを組み合わせた、
新たな移動手段を検討してみませんか？

営業時間は変更になる場合がございます。（2023年２月９日時点）

最新の 駐輪場の設置箇所はこちらをご覧ください

帰りは買い物も
できるから便利です！

最寄りのバス停
よりもバスの便数が
増えるかも？

ちょっと遠いバス停
でも、自転車利用で
ラクラク移動！

行政センターにも
専用駐輪場があります！

●佐賀関市民センター
〒879-2201  大分市大字佐賀関1407番地の27 
TEL／097-575-2557

●野津原市民センター
〒870-1203 大分市大字野津原800
TEL／097-588-1111

●大南市民センター
〒879-7761 大分市中戸次51151
TEL／097-597-1000
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ファミリーマート大分乙津港町店

乙津バス停

都市の自転車利用環境の向上を図ることにより、

便利で快適、 きれいなまちをつくります。

都市の自転車利用環境の向上を図ることにより、

便利で快適、 きれいなまちをつくります。

都市の自転車利用環境の向上を図ることにより、

便利で快適、 きれいなまちをつくります。

都市の自転車利用環境の向上を図ることにより、

便利で快適、 きれいなまちをつくります。

基本方針

シェアサイクルポート

自転車は環境にやさしいモビリティであるとともに、サイクリングを通じた健康づくりや余暇の充実等、人々

の行動を広げる重要な交通手段のひとつです。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大をはじめとする昨今の社会情勢の変化は、人々のライフスタイルや交通

行動にまで影響を及ぼしており、様々な利点を持つ自転車へのニーズの高まりがみられる中、子どもや高齢者、

来訪者等を踏まえ、だれもが安全で快適に利用できる自転車の普及を更に進めることが必要となっています。

このような中、本市では、市民一人ひとりにとって自転車が魅力的な交通手段となるよう、自転車利用環境を

高め、利用の促進を図ることで「だれもが安全・快適に自転車を利用できるまちの実現」を目指します。

１. 安全で快適な自転車通行空間づくり

２. 便利で適切に利用される
駐輪環境づくり

３. 交通施策と連動した便利で
多様な仕組みづくり

（１）シェアサイクル事業の推進
（２）サイクルアンドライドの促進
（３）情報通信技術の活用

（１）自転車ネットワーク整備の推進
（２）自転車通行空間を確保するための取組

（１）駐輪場整備の推進
（２）附置義務による民間駐輪場

の確保
（３）放置自転車対策の推進
（４）自転車盗難対策の推進

自転車誘導サイン

西大分駅駐輪場高城駅南駐輪場
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都市
環境

目標１目標１目標１目標１

だれもが安全 ・快適に自転車を利用できるまちの実現

自転車ネットワーク図 （全体） 自転車レーン

1
3 4
2

1 2 3 4 5

下記デザインの床サインまた
は表示板がある専用駐輪場を
ご利用ください。

自転車で バスで

サイクルアンドバスライドとは

サイクルアンドバスライドのメリット

バス停近くの店舗等にご協力いただき、サイクルアンドバスライド専用駐輪場を設置することで、
利用者ニーズを調査します。通勤・通学・お出かけの際にぜひご利用ください。

サイクルアンドバスライドとは、出発地（ご自宅）から自転車で最寄りのバス停まで行き、バス停付近の自転車駐車場に
駐車してバスに乗り換え、目的地に向かうことです。

注意事項利 用 方 法

ご 利 用 イ メ ー ジ

大分市都市交通対策課　TEL. 097-537-5690問い合わせ先

窓　口で申込
駐輪場を利用

ネットで申込

●鍵は必ずかけましょ
う。盗難や事故等によ
る損害は、責任を負い
かねます。
●原付と自動二輪車を置
くことはできません。
●駐輪台数には限りがあ
るため、先着順となり
ます。

もしくは

事前に市へ利用申込書を提出してください
●都市交通対策課または
　最寄りの支所窓口

ご自宅 バス停専用駐輪場 ショップ・学校・会社 など

車の駐車場代や
ガソリン代と比べて
お得になった
※実際にお得になるかは
　場所によります

バスを利用するから、
移動時間に
仕事の準備をしたり
本を読んだりできて
自分の時間が増えたわ

一人ひとりが
自家用車に乗るより、
CO2の排出量が減って
地球にもやさしいね

目的地へ

実証実験中！

自転車に乗る
機会が増えて
健康にもいいね！

二次元コードにあるサイトから
申込してください。

利用無料

自 転 車
安全利用五則
知って守ろう！ 自転車のルール 車道が原則、

左側を通行
歩道は例外、
歩行者を優先

ヘルメットを
着用

夜間は
ライトを点灯

飲酒運転は
禁止

交差点では信号と
一時停止を守って、
安全確認

サイクル＆バスライド （チラシ）

■基本方針



大分市 都市交通対策課

車も気をつけて
くださいね。
車も気をつけて
くださいね。

歩道は
車道寄りを徐行 歩行者優先

安全な距離の
目安は1.5m

大人も子どもも
ヘルメットを
着用しましょう。

※歩道を通行できる例外
• 標識で認められているとき
• 13歳未満のこども
• 70歳以上の高齢者
• 身体の不自由な人
• 車道が危険なとき

が自転車を
運転するとき

自転車は…自転車は…

車道が原則

車道の左側を通行

自転車安全利用五則（令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定）

•  二人乗りは禁止※１         •  並進は禁止※２        •  道路標識を守る

スマホを見ながら自転車に乗っていた人が歩行者に
ぶつかって大けがを負わせるという重大事故も起き
ています。「ながらスマホ」のほか、傘さし運転やヘッド
ホン等で大音量の音楽を聴きながらの運転も大分県
道路交通法施行細則で禁止されています。

やめよう！
「ながらスマホ」

※ 1：幼児2人同乗用自転車やタンデム車等、大分県道路交通法施行細則で認められている場合を除く
※ 2：標識で認められている場合を除く

自転車の
安全ルール
自転車の
安全ルール

※「自転車安全利用五則」とは・・・
道路交通法に定められた自転車のルールを国民に分かりやす
く伝えるために、大きく５つに整理されたものです。自転車の
安全利用促進を目的に、全国共通で活用されています。

自転車ルール
知っていますか？

❶ 車道が原則、左側を通行　歩道は例外、歩行者を優先
❷ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
❸ 夜間はライトを点灯
❹ 飲酒運転は禁止
❺ ヘルメットを着用

５. サイクルスポーツの普及促進４. 情報発信等による自転車利用の促進

７．自転車の安全利用

６. サイクルツーリズムの推進

８. 災害時の自転車活用方策の検討

（１）自転車の魅力の発信
（２）自転車通勤の促進

（１）サイクルスポーツに親しむ機会の創出
（２）多様な自転車を楽しめる環境づくり

（１）観光地における自転車利用環境の充実
（２）サイクリングルートの構築
（３）サイクリングイベント等の実施

（１）安全・安心な自転車利用の推進
（２）自転車安全利用五則をはじめとした自転車ルール・マナーの周知
（３）世代に応じた自転車ルール・マナー等の啓発
（４）通学路等の安全の確保

（１）災害時における自転車の活用
（２）災害時に備えた自転車利用の促進

通勤風景

OITA サイクルフェス

おでかけ自転車マナーアップ教室
自転車マナーアップ推進モデル校
による啓発

広報チラシ
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自転車の利用を促進することにより、

市民の心と体が元気になるまちをつくります。

自転車の利用を促進することにより、

市民の心と体が元気になるまちをつくります。
目標２目標２目標２目標２

目標３目標３目標３目標３ 観光

健康

目標４目標４目標４目標４
思い
やり

<安全・安心>

観光振興や地域振興に自転車を活用し、

にぎわいと活力あふれるまちをつくります。

観光振興や地域振興に自転車を活用し、

にぎわいと活力あふれるまちをつくります。

思いやりの心を醸成し、 自転車にみんなが正しく乗れる

安全 ・安心なまちをつくります。

思いやりの心を醸成し、 自転車にみんなが正しく乗れる

安全 ・安心なまちをつくります。

企業向け
パンフレット

サイクリング観光
パンフレット 案内看板 サイクリングイベント



：〒870-8504 大分市荷揚町 2 番 31 号

： （097） 537-5969

： （097） 536-7719

： kotuseisaku@city.oita.oita.jp

所在地

T E L

F A X

メール

推進体制

計画期間

評価指標
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大分市　都市計画部　都市交通対策課

お問合わせ

各事業を効率的かつ効果的に

展開するため、自転車に関する

各団体等との積極的な連携を

図ります。

また、関係団体の代表者等に

より構成される「大分市自転

車活用推進協議会」（図中、「協

議会」）において、事業の進捗

や評価指標の達成状況を報告

し、評価を受けます。

さらに、計画の進行管理として、

PDCA サイクルを実施します。

計画期間は 5 年間
（令和 7 ～ 11 年度）
です。
進捗確認や検証を
毎 年 実 施 し、最 終
年度は社会情勢の
変 化、国・県 の 自
転車活用推進計画
の内容等を踏まえ
ながら計画を見直
します。

①自転車ネットワーク整備延長①自転車ネットワーク整備延長

③自転車ルール・マナー啓発活動の回数③自転車ルール・マナー啓発活動の回数

※「大分市の自転車利用環境に関するアンケート」 による把握 （令和 11 年度実施予定）

※計画期間 5 年間での目標とする

④自転車事故の件数④自転車事故の件数

②自転車を週５日以上利用する市民の割合②自転車を週５日以上利用する市民の割合

（R2 ～ 5 年度）
/5 年/5 年

3535

28.328.3 kmkm

（R2 ～ 5 年度平均）
回 / 年回 / 年

％％

33.533.5 回回

18.918.9 2020

（R2 ～ 5 年平均）
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大分市自転車活用推進計画
大分市自転車利用
基本計画(H18～) 第２次大分市自転車活用推進計画

協議会メンバー

○学識経験者
○交通事業者 （鉄道、 バス、 タクシー）
○交通安全協会
○行政 （道路管理者、 警察、 教育）
○市民代表

協議会協議会


